
住宅都市局建築指導課
9：00～16：30

市税に関する証明・閲覧

相談窓口

▶口座振替
　対象の地方銀行、ゆうちょ銀行であ
ればインターネットからもお申し込みで
きます。
▶クレジットカード・スマートフォン決済アプリ等
　納付書に記載しているeL-QRや eL
番号、バーコードを利用して市税を納
付できます。

　年金制度は、大きくは国民年金、厚生年金の2つがあります。
　国民年金は年金制度全体の基礎的なものとして、国内に居住する20歳以上
60歳未満の全員が加入し、老齢基礎年金と呼ばれる基本的な年金を支給します。

会社員や公務員などで厚生年金に加入し
ている人

▶第 1号被保険者の住所・氏名が変わったとき（日本年金機構にマイナンバーが登
録されている人は除く）

▶厚生年金をやめたとき（退職日がわかる書類が必要）
▶厚生年金に加入する配偶者の扶養から外れたとき（扶養から外れた日がわかる書
類が必要）

▶任意加入するとき、やめるとき

　　　　　　　　　　▶年金手帳または基礎年金番号通知書 ▶身元確認書類（マイナ
ンバーカード、運転免許証など）　※代理人が届出する場合は、委任状と代理人の身元確認書類

-6112

3-14-1

（ ）は担当する区。ご相談の際は年
金手帳または基礎年金番号通知書、身
元確認書類（マイナンバーカード、運転
免許証など）をお持ちください。

※聴覚に障がいがある人は、全署共
通の専用ファックス（411-0124）を
ご利用ください。

課税について 納付について

財政局
特別滞納整理課

（個人）

292-4187292-2479財政局資産課税課

292-4187292-1604財政局資産課税課

名寄帳の閲覧

■証明や閲覧を請求できる人（原則として次の人に限る）

便利な市税の納付方法

市税に関する証明等の請求方法

軽自動車（三輪・四輪）の税申告

二輪の軽自動車（125ccを超え250cc
以下のバイク）、二輪の小型自動車
（250ccを超えるバイク）の税申告
▶（一社）全国軽自動車協会連合会
福岡事務所千早分室
東区千早3-10-40　陸運会館　２階
☎ 641-0431（福岡事務所の代表番号）
※軽自動車や二輪の小型自動車の車検等の
手続きについては、下記まで。
▶軽自動車検査協会　福岡主管事務所（三・四輪）
☎ 050-3816-1750
▶九州運輸局　福岡運輸支局（小型二輪等）
☎ 050-5540-2078

対象者

任意加入被保険者

千早証明サービスコーナー
674-3983　 674-3974
平日9：00～17：15

733-5222　 733-5224
9：00～17：15

平日8：45～17：15

【個人の場合】本人（請求する人）であることを確認できる公的な証明書（マイナン
バーカードや運転免許証、パスポートなど）
【法人の場合】法人印と代表者の職印（印鑑に法人名がない場合や法人名の表記が
異なる印鑑を利用される場合は、法人印の「印鑑証明書」をご持参ください。法人の代
表者が来庁される場合は、代表者ご本人であることが確認できれば押印不要です。）

天神証明サービスコーナー

260-6001 　260-6011

050から始まる電話でかける場合は

給付係

郵送請求⇨P.31
オンライン申請⇨P.31
郵便局（窓口での請求）⇨P.31

292-3124
292-4112

（法人）
財政局
特別滞納整理課
292-3124
292-4112

・本人の委任状、委任者の本人確認できるもの（写しも可）を持参した人（家族の場合でも委任状が必要）

各区課税課（管理係）、
※博多区は証明発行コーナー係
各出張所（市民係）

※1令和 5年 10月から個人市民税の課税内容に関する問い合わせ先は各区課税課（市民税係）
になります。

※2令和 5年 10月から事業所税、市たばこ税、入湯税、宿泊税の課税についての問い合わせ先は、
法人税務課になります。

※1

※2

※2

292-4173292-3259財政局法人税務課
292-4173292-3249財政局法人税務課
292-4187292-2486財政局資産課税課
292-4187292-2496財政局資産課税課宿泊税

4197財政局税制課
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